
議案第２１号  

 

東大阪市立青少年運動広場条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市立青少年運動広場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２７日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

  



                             東大阪市条例第  号  

 

東大阪市立青少年運動広場条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市立青少年運動広場条例（昭和６０年東大阪市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第１項の表東大阪市立荒本青少年運動広場の項中「荒本西２丁目」を「荒本西二

丁目」に改め、同表東大阪市立長瀬青少年運動広場の項中「長瀬町３丁目」を「長瀬町三

丁目」に改め、同条第２項中「の施設」の次に「（以下「施設」という。）」を加える。 

 第３条第１項中「青少年運動広場の」を削る。 

 第６条第１項中「青少年運動広場の」及び「のうちスポーツ広場又は庭球場」を削り、

同条第３項中「前２項の規定」を「第１項及び前項の規定」に改め、「青少年運動広場の 

」を削り、「前２項の使用料」を「前３項の使用料」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項中「青少年運動広場の」を削り、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 次の各号に掲げる場合における１時間当たりの使用料の額は、前項の規定にかかわら

ず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を同項に規定す

る使用料の額に加算した額とする。 

 （１） 使用者が市内在住者、市内在学者又は市内在勤者以外の者である場合（使用者

が団体である場合にあっては、規則で定める場合） 前項に規定する使用料の額の５



割に相当する額 

 （２） 営利を目的とする場合 前項に規定する使用料の額の１０割に相当する額 

 第６条の４中「青少年運動広場の」を削る。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和８年１２月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に

係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の

例による。 



東大阪市立青少年運動広場条例新旧対照表 

新 旧 

（名称、位置等） （名称、位置等） 

第２条  青少年運動広場の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

第２条  青少年運動広場の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

 

名称 位置 

  

名称 位置 

 

 

東 大 阪 市 立 荒 本 青 少 年 運

動広場 

東大阪市荒本西二丁目 

  

東 大 阪 市 立 荒 本 青 少 年 運

動広場 

東大阪市荒本西２丁目 

 

 

東 大 阪 市 立 長 瀬 青 少 年 運

動広場 

東大阪市長瀬町三丁目 

  

東 大 阪 市 立 長 瀬 青 少 年 運

動広場 

東大阪市長瀬町３丁目 

 

２ 青少年運動広場の施設（以下「施設」という。）及び施設

ごとの使用対象種目は、別に定める。 

２ 青少年運動広場の施設及び施設ごとの使用対象種目は、別

に定める。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第３条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会

の許可を受けなければならない。 

第３条 青少年運動広場の施設を使用しようとする者は、あら

かじめ教育委員会の許可を受けなければならない。 

２ （略） ２ （略） 



（使用料） （使用料） 

第６条 施設の使用者は、１時間につき５００円の使用料を前

納しなければならない。 

第６条  青少年運動広場の施設のうちスポーツ広場又は庭球

場の使用者は、１時間につき５００円の使用料を前納しなけ

ればならない。 

２  次の各号に掲げる場合における１時間当たりの使用料の

額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を同項に規定する使

用料の額に加算した額とする。 

 

 （１） 使用者が市内在住者、市内在学者又は市内在勤者以

外の者である場合（使用者が団体である場合にあっては、

規則で定める場合） 前項に規定する使用料の額の５割に

相当する額 

 

 （２） 営利を目的とする場合 前項に規定する使用料の額

の１０割に相当する額 

 

３ 施設の使用を行う場合において、その附属設備を使用しよ

うとする者は、教育委員会が定める使用料を前納しなければ

ならない。 

２ 青少年運動広場の施設の使用を行う場合において、その附

属設備を使用しようとする者は、教育委員会が定める使用料

を前納しなければならない。 



４ 第１項及び前項の規定にかかわらず、教育委員会は、使用

者が電子情報処理組織を用いて施設の使用の許可を受けた

ときは、前３項の使用料を後納させることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育委員会は、使用者が電子

情報処理組織を用いて青少年運動広場の施設の使用の許可

を受けたときは、前２項の使用料を後納させることができ

る。 

（権利譲渡等の禁止） （権利譲渡等の禁止） 

第６条の４ 使用者は、施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸

することができない。 

第６条の４ 使用者は、青少年運動広場の施設の使用の権利を

譲渡し、又は転貸することができない。 

 


